
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

物価高騰対策地域応援クーポン配布事業

①物価高騰の影響を受ける市民の消費を下支えする
②市内で利用できるクーポン券事業（補償金537,000千円、
事務費33,336千円）
③市民89,500人、１人6,000円相当配布にかかる費用
（１）人件費（会計年度任用職員報酬、手当等）　3,648千円
（２）需用費（消耗品費、印刷製本費）　7,435千円
（３）役務費（通信運搬費、筆耕翻訳料）　18,830千円
（４）委託料（封入封緘業務委託）　2,103千円
（５）物品借上料　1,320千円
（６）補償金　537,000千円
④市内全市民、および基準日以降の転入者、出生者

R8.2 R9.3

2
④省エネ家電等への
買い換え促進による
生活者支援

省エネ家電製品買替補助事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた
生活者に対し、家庭におけるエネルギー費用負担を軽減す
るため、省エネ性能の高いエアコンへの買替えを支援す
る。
②補助金
③2万円×300件＋1万円×900件＋加算2万円×250件＝
20,000千円
④市民

R7.4 R8.3

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

子育て世帯応援臨時給付金支給事業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける
子育て世帯に対して臨時給付金を支給し、生活を支援す
る。
②補助金
③児童（市内に住所を有する平成19年4月2日以降生まれ
の者）1人あたり5,000円×14,000人
④対象児童を養育する父母等、里親及び市内障害児入所
施設等の設置者

R7.4 R8.3

4
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

街路灯省電力化補助事業

①エネルギー価格高騰の影響を受ける商店街管理の街路
灯の維持にあたり、省エネ性能の高いLED化を促進するた
め、その交換に係る費用の一部を補助する。
②補助金
③250千円×40基
④商店街

R7.4 R8.3

5
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

酒造事業者価格転嫁支援事業

①原材料価格高騰の影響を受けている酒造事業者に対
し、円滑な価格転嫁と酒米の生産継続をめざし、新商品開
発又は商品リニューアルに要する経費を支援する。
②補助金
③個社向け 500千円×６事業者
　組合向け 1,000千円×１団体
④酒造・酒販事業者

R7.4 R8.3

6
③消費下支え等を通
じた生活者支援

物価高騰対応住宅リフォーム補助事業

①原材料価格高騰の影響を受けている市内建設事業者の
受注拡大を図り、地域経済の活性化につなげるため、リ
フォームを行う市民に対しその経費を支援する。
②補助金
③一般世帯　　　　　補助率20％　上限10万円
　子育て世帯　　　　補助率20％　上限20万円
　福祉世帯　　　　　補助率20％　上限10万円
　三世代同居・近居　補助率20％　上限30万円
　空き家　　　　　　補助率50％　上限50万円
　農地付き空き家　　補助率50％　上限100万円
　カーボンニュートラル　補助率20％　上限10万円
④市民

R7.4 R8.3

7
⑥農林水産業におけ
る物価高騰対策支援

農業用燃油等価格高騰対策緊急支援事業

①燃油価格高騰の影響を受けている農業者へ生産費支援
を行うため、作付面積に対し定額を助成する。
②補助金
③ 水稲　1,500ha×  400円/10a＝6,000千円
　麦・大豆・そば等　600ha×  150円/10a＝900千円
　露地野菜　70ha×  1,100円/10a＝770千円
　施設野菜（無加温）　2ha×  2,800円/10a＝56千円
　施設野菜（加温有）　5ha×17,000円/10a＝850千円
　果樹（ぶどう、なし）10ha×350円/10a＝35千円
　茶　200ha×3,800円/10a＝7,600千円
④認定農業者・認定新規就農者

R7.4 R8.3

8
⑥農林水産業におけ
る物価高騰対策支援

水田園芸作物振興事業

①パイプハウス等資材費高騰の影響を受けている新規就
農者を支援する。
②補助金
③就農計画に基づく規模拡大補助（補助率：１/２以内）
　新規就農者（上限3,000千円）×5経営体＝15,000,000円
④事業者

R7.4 R8.3
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9
⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

地域公共交通事業者支援事業（物価高騰対策）

①原油価格・物価の高騰の影響を受けた地域公共交通事
業者の負担の軽減を図るため、支援金を交付する。
②補助金
③鉄道事業者 　1台700千円×4両＝2,800千円
　バス事業者　１台300千円×30台＝9,000千円
　タクシー事業者　55千円×8台＝440千円
④市内に本社または営業所を有する地域公共交通事業者
及び市内で道路運送法第4条に基づき運行する事業者

R7.4 R8.3

10

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食事業（物価高騰対策）

①市立小中学校において、物価高騰の影響を受けながらも
質・量を確保した給食提供を継続し、給食費を値上げするこ
となく子育て世帯の経済的負担軽減を図る。
②高騰した給食賄材料費（教職員分は除く）に要する経費
③給食賄材料費40,000千円（市立小中学校）
≪米以外の高騰分≫
CPI ３か月平均（対前年度同月比）+6.5%
351,414千円×106.5％＝374,256千円
374,256千円-351,414千円＝22,842千円
≪米の高騰分≫
米価格 ４月（対前年度同月比）+68.2%
33,326千円×168.2％＝56,054千円
56,054千円-33,326千円＝22,728千円
≪教職員分を除いた賄材料費高騰分≫
（22,842千円＋22,728千円）×88.8％≒40,000千円
④市立小中学校に通う児童・生徒の保護者

R7.4 R8.3

11

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援
事業（障がい福祉サービス事業所）

①エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けながら
も、安定した福祉サービスや地域医療の提供に尽力いただ
く障害福祉サービス事業所への支援金を支給する。
②支援金 8,000千円
③支援金（入所・居住系サービス：定員1人あたり 10千円×
360人＝3,600千円、通所系サービス：定員1人あたり 5千円
×880人＝4,400千円）
④事業者

R7.6 R8.3

12

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援
事業（介護保険サービス事業所）

①エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けながら
も、安定した福祉サービスや地域医療の提供に尽力いただ
く介護保険サービス事業所への支援金を支給する。
②支援金　20,000千円
③支援金（入所・居住系サービス：定員1人あたり 10千円×
1,100人＝11,000千円、通所系サービス：定員1人あたり 5千
円×1,200人＝ 6,000千円、居宅・訪問系サービス：1事業所
あたり 50千円×60事業所＝3,000千円）
④事業所

R7.6 R8.3

13

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援
事業（医療機関等）

①エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けながら
も、安定した福祉サービスや地域医療の提供に尽力いただ
く医療機関等への支援金を支給する。
②支援金　12,190千円
③支援金（病院・有床診療所：1床あたり 10千円×634床＝
6,340千円、無床診療所（医科・歯科）：1施設あたり 50千円
×74か所 ＝ 3,700千円、助産所・調剤薬局：1施設あたり
50千円×43か所 ＝ 2,150千円）
④事業所

R7.6 R8.3

14

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援
事業（障がい者福祉施設）【追加分】

①エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けながら
も、安定した福祉サービスや地域医療の提供に尽力いただ
く障害福祉サービス事業所への支援金を支給する。
②支援金 18,700千円
③支援金（入所・居住系サービス：定員1人あたり 20千円×
440人＝8,800千円、通所系サービス：定員1人あたり 10千
円×870人＝8,700千円、居宅・訪問系・計画相談サービス：
100,000円×12事業所＝1,200千円）
④事業者

R8.2 R9.3

15

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援
事業（医療機関等）【追加分】

①エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けながら
も、安定した福祉サービスや地域医療の提供に尽力いただ
く医療機関等への支援金を支給する。
②支援金　36,840千円
③支援金（病院・有床診療所：1床あたり 20千円×1267床
＝25,340千円、無床診療所・助産所・調剤薬局：1施設あた
り 100千円×115か所 ＝ 11,500千円）
④事業所

R8.2 R9.3

16

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援
金支給事業（高齢者福祉施設）【追加分】

①エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けながら
も、安定した福祉サービスや地域医療の提供に尽力いただ
く介護保険サービス事業所への支援金を支給する。
②支援金　38,000千円
③支援金（入所・居住系サービス：定員1人あたり 20千円×
1,070人＝21,400千円、通所系サービス：定員1人あたり 10
千円×1,150人＝11,500千円、居宅・訪問系サービス：1事業
所あたり100千円×51事業所＝5,100千円）
④事業所

R8.2 R9.3
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⑥中小企業・小規模
事業者の賃上げ環
境整備

賃上げ環境整備サポート補助金

①物価高騰の影響を受けながらも生産性向上に取り組む
市内中小事業者に対し、国の「業務改善助成金」の申請手
続きに係る費用を補助し、国の支援制度の活用を促進す
る。
②補助金
③業務改善助成金の支給決定額＠1,600千円×20％以内
(※)×30件※社労士等費用(成功報酬)を国助成額の20％
以内と想定
補助率10/10（１事業者あたり上限1,200千円）
事務費200千円（消耗品費、印刷製本費、通信運搬費）
④事業者

R8.2 R9.3

18
⑧農林水産業におけ
る物価高騰対策支援

畜産経営緊急対策事業

①飼料価格の高騰や牛乳消費の伸び悩みにより収益が悪
化している酪農経営に対し、乳牛の飼養頭数に応じて定額
の補助金を交付する。
②補助金　15,180千円
③粗収益　1,234,591円/頭　　（農業経営統計調査　畜産物
生産費　R5）
　生産費　1,257,810円/頭　　（　　　　　　　　〃
）
　差額　  　△23,219円/頭
　支給単価  ≒23,000円/頭×660頭＝15,180,000円
④事業者

R8.2 R9.3

19
③物価高騰に伴う子
育て世帯支援

通学定期券補助事業（物価高騰対応）

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減を図る
ため、通学定期券（有効期間６ヶ月間）を利用されている高
校生等（甲賀市民限定）にJR西日本が展開するWESTERポ
イントを付与し支援を行う。
②負担金　26,600千円　広告費　500千円
③(1)通学定期券購入に対してポイント付与
…30千円以上×1/2≒15千円(上限)×1,080人＝16,200千
円
　 20～30千円×1/2≒10千円×410人＝4,100千円
　 10～20千円×1/2≒5千円×260人＝1,300千円
　(2)JRの事務手数料…5,000千円
④子育て世帯

R8.2 R9.3

20
④消費下支え等を通
じた生活者支援

水道料金減免事業（物価高騰対応）

①物価高が続く中で消費下支え等を通じた生活者支援
②一般家庭等の水道基本料金減免に伴うシステム改修に対する公営企業
への繰出金　1,859千円
【一般会計】「公営企業会計に繰り出す、水道基本料金の減免に係る費用」
【公営企業会計】「水道基本料金の減免に係る費用」システム改修
③改修作業費一式
④水道利用者

R8.2 R9.3


